
迅速な情報発信のために事前登録をお勧めします。

ご希望される方は、ご本人様の写真をご持参の上、津市役所高齢福祉課、各総合支所

市民福祉課（久居は福祉課）及び各地域包括支援センターまでお越しください。

※事前に登録されていない方が行方不明になられた場合でも、徘徊高齢者

情報の配信はできますのでご相談ください。

◇ 徘徊などを心配される高齢者のご家族の方へ ◇

認知症の方などが行方不明になった場合、家族などからの依頼により、その方の

身体的特徴や服装等の情報を認知症サポーターなどの協力機関に対してメールで

配信し、可能な範囲で捜索協力をお願いするものです。
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もしものために！


